
 

保 育 課 

 

議案第１２号 

港区立保育園条例の一部改正について 

 

 

 台場保育園の移転及び旧神応小学校に整備する区立認可保育園の開設に伴い、

港区立保育園条例の一部を改正します。 

 

 

１ 改正理由 

（１）台場コミュニティぷらざ等改修工事に伴い、台場保育園の位置を変更する

ため。 

（２）神応保育園を新たに設置するとともに、同保育園に指定管理者制度を導入

するため。 

 

２ 改正内容 

（１）台場保育園の位置を変更します。 

   変更前 台場一丁目５番１号 

   変更後 台場一丁目３番６号（お台場レインボー公園内） 

（２）区立認可保育園を新設します。 

   名 称 港区立神応保育園 

   位 置 白金六丁目９番５号 

（３）神応保育園に指定管理者制度を導入するため、規定を整備します。 

 

３ 施行期日 

  区規則で定める日（（１）については令和４年８月１日予定、（２）及び（３）

の一部については令和５年４月１日予定）。ただし、（３）の一部については、

公布の日 

令和４年２月２１日 資料№３ 
保 健 福 祉 常 任 委 員 会 



港
区
立
保
育
園
条
例
新
旧
対
照
表 

改 
 

正 
 

案 

現 
 

 
 

 

行 

 
 

（
前
略
） 

（
前
略
） 

 
 

（
名
称
及
び
位
置
） 

（
名
称
及
び
位
置
） 

第
二
条 

保
育
園
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

第
二
条 

保
育
園
の
名
称
及
び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。 

名 
 

称 

位 
 

置 

港
区
立
麻
布
保
育
園
～
港 

区
立
芝
公
園
保
育
園 

（
略
） 

港
区
立
台
場
保
育
園 

東
京
都
港
区
台
場
一
丁
目
三
番
六
号 

港
区
立
神
明
保
育
園
～
港 

区
立
元
麻
布
保
育
園 

（
略
） 

港
区
立
神
応
保
育
園 

東
京
都
港
区
白
金
六
丁
目
九
番
五
号 

 

名 
 

称 

位 
 

置 

港
区
立
麻
布
保
育
園
～
港 

区
立
芝
公
園
保
育
園 

（
略
） 

港
区
立
台
場
保
育
園 

東
京
都
港
区
台
場
一
丁
目
五
番
一
号 

港
区
立
神
明
保
育
園
～
港 

区
立
元
麻
布
保
育
園 

（
略
） 

 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
休
園
日
） 

（
休
園
日
） 

 
保 健 福 祉 常 任 委 員 会 



第
四
条 

（
略
） 

第
四
条 

（
略
） 

２ 
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
港
区
立
神
明
保
育
園
（
以
下
「
神
明
保
育

園
」
と
い
う
。
）
、
港
区
立
た
か
は
ま
保
育
園
（
以
下
「
た
か
は
ま
保
育
園
」

と
い
う
。
）
、
港
区
立
し
ば
う
ら
保
育
園
（
以
下
「
し
ば
う
ら
保
育
園
」
と
い

う
。
）
、
港
区
立
東
麻
布
保
育
園
（
以
下
「
東
麻
布
保
育
園
」
と
い
う
。
）
、

港
区
立
元
麻
布
保
育
園
（
以
下
「
元
麻
布
保
育
園
」
と
い
う
。
）
及
び
港
区
立

神
応
保
育
園
（
以
下
「
神
応
保
育
園
」
と
い
う
。
）
の
休
園
日
は
、
一
月
一
日

か
ら
同
月
三
日
ま
で
及
び
十
二
月
三
十
一
日
と
す
る
。
た
だ
し
、
区
長
が
必
要

と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
し
、
又
は
臨
時
に
休
園
す
る
こ
と
が
で
き

る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
港
区
立
神
明
保
育
園
（
以
下
「
神
明
保
育

園
」
と
い
う
。
）
、
港
区
立
た
か
は
ま
保
育
園
（
以
下
「
た
か
は
ま
保
育
園
」

と
い
う
。
）
、
港
区
立
し
ば
う
ら
保
育
園
（
以
下
「
し
ば
う
ら
保
育
園
」
と
い

う
。
）
、
港
区
立
東
麻
布
保
育
園
（
以
下
「
東
麻
布
保
育
園
」
と
い
う
。
）
及

び
港
区
立
元
麻
布
保
育
園
（
以
下
「
元
麻
布
保
育
園
」
と
い
う
。
）
の
休
園
日

は
、
一
月
一
日
か
ら
同
月
三
日
ま
で
及
び
十
二
月
三
十
一
日
と
す
る
。
た
だ

し
、
区
長
が
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
し
、
又
は
臨
時
に
休
園
す

る
こ
と
が
で
き
る
。 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
） 

（
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
） 

第
六
条 

区
長
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百

四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
区
長

が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
、
神
明
保
育
園
、

た
か
は
ま
保
育
園
、
し
ば
う
ら
保
育
園
、
港
区
立
し
ば
う
ら
保
育
園
分
園
（
以

下
「
し
ば
う
ら
保
育
園
分
園
」
と
い
う
。
）
、
東
麻
布
保
育
園
、
元
麻
布
保
育

園
又
は
神
応
保
育
園
の
管
理
運
営
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

第
六
条 

区
長
は
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百

四
十
四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
法
人
そ
の
他
の
団
体
で
あ
っ
て
区
長

が
指
定
す
る
も
の
（
以
下
「
指
定
管
理
者
」
と
い
う
。
）
に
、
神
明
保
育
園
、

た
か
は
ま
保
育
園
、
し
ば
う
ら
保
育
園
、
港
区
立
し
ば
う
ら
保
育
園
分
園
（
以

下
「
し
ば
う
ら
保
育
園
分
園
」
と
い
う
。
）
、
東
麻
布
保
育
園
又
は
元
麻
布
保

育
園
の
管
理
運
営
に
関
す
る
業
務
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
行
わ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 
（
略
） 



（
指
定
管
理
者
の
指
定
） 

（
指
定
管
理
者
の
指
定
） 

第
七
条 

（
略
） 

第
七
条 

（
略
） 

２ 

区
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準

に
よ
り
最
も
適
切
に
神
明
保
育
園
、
た
か
は
ま
保
育
園
、
し
ば
う
ら
保
育
園
、

し
ば
う
ら
保
育
園
分
園
、
東
麻
布
保
育
園
、
元
麻
布
保
育
園
又
は
神
応
保
育
園

の
管
理
運
営
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
者
を
指
定
管
理
者
に
指
定
す
る

も
の
と
す
る
。 

２ 

区
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準

に
よ
り
最
も
適
切
に
神
明
保
育
園
、
た
か
は
ま
保
育
園
、
し
ば
う
ら
保
育
園
、

し
ば
う
ら
保
育
園
分
園
、
東
麻
布
保
育
園
又
は
元
麻
布
保
育
園
の
管
理
運
営
を

行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
る
者
を
指
定
管
理
者
に
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

神
明
保
育
園
、
た
か
は
ま
保
育
園
、
し
ば
う
ら
保
育
園
、
し
ば
う
ら
保

育
園
分
園
、
東
麻
布
保
育
園
、
元
麻
布
保
育
園
又
は
神
応
保
育
園
の
効
用

を
最
大
限
に
発
揮
す
る
と
と
も
に
、
効
率
的
な
管
理
運
営
が
で
き
る
こ

と
。 

三 

神
明
保
育
園
、
た
か
は
ま
保
育
園
、
し
ば
う
ら
保
育
園
、
し
ば
う
ら
保

育
園
分
園
、
東
麻
布
保
育
園
又
は
元
麻
布
保
育
園
の
効
用
を
最
大
限
に
発

揮
す
る
と
と
も
に
、
効
率
的
な
管
理
運
営
が
で
き
る
こ
と
。 

四
・
五 

（
略
） 

四
・
五 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 
 

（
中
略
） 

（
中
略
） 

 
 

（
管
理
運
営
の
基
準
等
） 

（
管
理
運
営
の
基
準
等
） 



第
十
一
条 

指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
り
、
神
明
保
育
園
、
た
か

は
ま
保
育
園
、
し
ば
う
ら
保
育
園
、
し
ば
う
ら
保
育
園
分
園
、
東
麻
布
保
育

園
、
元
麻
布
保
育
園
又
は
神
応
保
育
園
の
管
理
運
営
に
関
す
る
業
務
を
行
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

第
十
一
条 

指
定
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
よ
り
、
神
明
保
育
園
、
た
か

は
ま
保
育
園
、
し
ば
う
ら
保
育
園
、
し
ば
う
ら
保
育
園
分
園
、
東
麻
布
保
育
園

又
は
元
麻
布
保
育
園
の
管
理
運
営
に
関
す
る
業
務
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

一
～
四 

（
略
） 

一
～
四 

（
略
） 

２ 

区
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
指
定
管
理
者
と
協
定
を
締
結
す
る

も
の
と
す
る
。 

２ 

区
長
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
指
定
管
理
者
と
協
定
を
締
結
す
る

も
の
と
す
る
。 

一
～
三 

（
略
） 

一
～
三 

（
略
） 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
神
明
保
育
園
、
た
か
は
ま
保
育
園
、

し
ば
う
ら
保
育
園
、
し
ば
う
ら
保
育
園
分
園
、
東
麻
布
保
育
園
、
元
麻
布

保
育
園
又
は
神
応
保
育
園
の
管
理
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
神
明
保
育
園
、
た
か
は
ま
保
育
園
、

し
ば
う
ら
保
育
園
、
し
ば
う
ら
保
育
園
分
園
、
東
麻
布
保
育
園
又
は
元
麻

布
保
育
園
の
管
理
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項 

 
 

（
後
略
） 

（
後
略
） 

 
 

付 

則 
 

こ
の
条
例
は
、
各
規
定
に
つ
き
、
区
規
則
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
七
条
第
二
項
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

 
 

 

 

。 



（仮称）港区立神応いきいきプラザ等複合施設 案内図 

1 

 

 

 

出典：国土地理院ウェブサイト（https://maps.gsi.go.jp/#18/35.643476/139.724435/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1）を加工して作成 

場所：（住居表示）東京都港区白金６丁目９番５号 

令和４年２月２１日 資料№３－３ 
保 健 福 祉 常 任 委 員 会 

https://maps.gsi.go.jp/#18/35.643476/139.724435/&base=std&ls=std&disp=1&vs=c1j0h0k0l0u0t0z0r0s0m0f1









